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1 現状 
 消防は、昭和22年消防組織法の公布、翌年同法の

施行により警察機構から分離独立し、市町村の責任管

理となった。これに伴い、堺市及び周辺町村は１消防

本部、2消防署、5出張所、消防職員150人をもって｢堺

市外九ケ町村消防組合｣を組織し、自治体消防として

発足した。その後、管内自治体の合併、市制施行及び

消防力の増強等の変遷を経て41年に｢堺市高石市消防

組合｣と改称し、平成17年2月1日、堺市と美原町の合

併により、管轄区域もより広域となった。 

 なお、消防組合は平成20年9月30日をもって解散し、

高石市の消防事務は堺市に委託される形で、平成20

年10月1日から堺市消防局として発足した。 

また、令和3年4月1日から大阪狭山市の消防事務が

堺市に委託され、1消防本部、9消防署、9出張所、1

分署となった。 

 
消 防 局 

 

 

(1) 消防庁舎の現況 

名  称 所 在 地 構  造 敷地面積 建築面積 延床面積 竣工年月日 

消 防 局 
堺区大浜南町3-2-5 

TEL 238－0119 

鉄骨鉄筋コンク

リート造7階建 

㎡ 

3,356 

㎡ 

1,264 

㎡ 

6,102 
平元.7.24 

堺 消 防 署 
堺区市之町西1-1-27 

TEL 228－0119 

鉄骨鉄筋コンク

リート造3階建

一部地階 

1,170 624 1,616 昭43.3.30 

中 消 防 署 
中区深井沢町6-6 

TEL 277－0119 

鉄骨鉄筋コンク

リート造3階建 
2,555 847 2,199 平7.3.17 

東 消 防 署 

東区日置荘原寺町 

138-5 

TEL 286－0119 

鉄筋コンクリー

ト造3階建 
2,500 1,237 2,412 平18.3.2 

西 消 防 署 
西区鶴田町29-18 

TEL 274－0119 

鉄骨鉄筋コンク

リート造3階建 
2,587 1,072 2,607 平26.9.24 

南 消 防 署 
南区原山台1-14-1 

TEL 299－0119 

鉄筋コンクリー

ト造2階建 
4,138 668 1,069 昭53.12.29 

北 消 防 署 
北区新金岡町4-1-2 

TEL 250－0119 

鉄骨鉄筋コンク

リート造2階建 
1,652 584 1,091 昭46.12.1 

美原消防署 
美原区黒山6-1 

TEL 362－0119 

鉄筋コンクリー

ト造3階建 
2,423 814 2,053 平7.11.24 
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高石消防署 

高石市西取石 

       1-27-23 

TEL 266－0119 

鉄筋コンクリー

ト造2階建 
2,231 881 1,704 昭53.10.12 

大阪狭山 

消防署 

大阪狭山市狭山 

１－2384－１ 

TEL 366－0055 

鉄筋コンクリー

ト造4階建 

6,029 

（大阪狭山

市役所同

一敷地

内） 

350 1,016 昭48.5.10 

救急ワーク

ステーショ

ン 

西区家原寺1-1-3 

TEL 272－9119 
鉄骨造2階建 

19,693 

（堺市立総

合医療セン

ター敷地

内） 

329 630 平27.5.31 

総 

合 

防 

災 

セ 
ン 

タ 

ー 

災
害
活
動
支
援
棟 

美原区阿弥 

129‐４ 

 

TEL 363－2225 

鉄骨造2階建 

19,726 

1,725 2,882 

令3.10.14 

防
災
啓
発
施
設 

鉄骨鉄筋コンク

リート造2階建 
1,062 1,682 

水
難
救
助
訓
練
棟 

鉄筋コンクリー

ト造3階建 
840 584 

総
合
訓
練
棟 

鉄骨鉄筋コンク

リート造5階地

下2階建 

323 1,721 

救
助
訓
練
棟 

鉄骨造6階建 369 911 
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 堺 消 防 署 中 消 防 署 東 消 防 署 

 

 

 

 

 

 

西 消 防 署 

 

 

 

 

 

 

南 消 防 署 

 

 

 

 

 

 

北 消 防 署 

美 原 消 防 署 高 石 消 防 署 大 阪 狭 山 消 防 署 

救急ワークステーション 

（堺市立総合医療センター内） 
総合防災センター 

（防災啓発施設） 

総合防災センター 

（総合訓練棟） 

総合防災センター 

（災害活動支援棟） 
総合防災センター 

（救助訓練棟） 

総合防災センター 

（水難救助訓練棟 ） 
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(2) 消防財政（令和3年度） 

   ① 歳入決算                  ② 歳出決算 

区   分 金額(円) 構成比

(％) 

 区   分 金額(円) 構成比(％) 
 

分担金及び負担金 1,423,242,193 37.58 

消  防  費 10,679,116,638 100.00 

 
 

使用料及び手数料 58,530,130 1.55  
 

 

国 庫 支 出 金 34,398,494 0.91 
 

合   計 10,679,116,638 100.00  

 
  

府 支 出 金 108,528,000 2.87    
   
   

財 産 収 入 7,472,429 0.20    
   
   

寄 附 金 276,880 0.01   
 
    

繰 越 金 1,463,000 0.01  
    
 

諸 収 入 29,703,212 0.79     
 
    

市 債 2,123,800,000 56.08  
    
 

合   計 3,787,414,338 100.00       

 

(3) 職 員 数 
単位：人 

局・署別 

区 分       局 堺 中 東 西 南 北 美原 高石 狭山 総数 

消
防
職
員 

消 防 吏 員 259 128 63  70 108 98 99 50 71 70 1016 

事 務 職 員 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

合 計 261 128 63  70 108 98 99 50 71 70 1018 

                                (再任用フルタイム含む) 
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(4) 車 両 数 

局・署別 

区分 
局 堺 中 東 西 南 北 美原 高石 狭山 総数 

構   成 
4部 
9課 

1署 
 

３出張所 

1署 
 
 

1署 
 
１出張所 

1署 
 

１分署 

1署 
 

２出張所 

1署 
 

１出張所 

1署 
 
 

1署 
 

１出張所 

1署 
 

１出張所 

１局（本部） 
9署 
１分署 

9出張所 

消 
 

防 
 

車 
 

両 

消防ポンプ車  2(1) 1(1) 2(1) 2(1) 1(1) 2(1) 1(1) 1(1)  12(8) 

水槽付消防ポンプ車  3(1)  1(1) 2 2(1) 2 1(1) 2  13(4) 

小型水槽付消防ポンプ車  1 1 1  1    3(1) ７(1) 

化学消防車  3   3 1   1  8 

はしご付消防車 (1) 2   2 2 2  1  1 10(1) 

救急車 3(2) 4(1) 2 2 2 3(1) 4(1) 1 2(1) 2（1） 25(7) 

救助工作車 3(1)         1 4(1) 

指揮車 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

査察車 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

消防団車両        3   3 

消防艇     1      1 

その他緊急車両 13(1) 2 2 2 7 1 1 1 2 1 32(1) 

その他車両 20 4 4 4 5 4 4 4 4 3 56 

合   計 45(5) 23(3) 12(1) 14(2) 26(1) 17(3) 17(2) 14(2) 14(2) 13(2) 195(23) 

 

注）車両配置の（  ）は、非常用車両で外数である。 

   その他緊急車両とは、大型高所放水車・泡原液搬送車・ローリー車・特別高度工作車・無線中

継車・空気充填車・防災工作車・水利システム車・支援車・調査車・指揮隊車・資機材搬送車・

災害対応多目的車・特殊災害対応車・大型除染システム搭載車・ドラゴンハイパーコマンドユ

ニット、燃料補給車の合計数である。 

   その他車両とは、緊急走行装備車以外の車両の合計数である。 

 

(5) 消防水利状況                           単位：カ所 

消火栓（口径150ｍｍ以上） 防火水槽（40㎥以上） 
プール 池 河川 海・その他 

公設 私設 公設 私設 

7,193 107 778 1,631 198 381 215 85 

 

 

2 消防対象物管理 
(1) 査  察  

   火災予防のため消防対象物に立ち入り、位置・構造・設備及び管理状況等の検査・質問等を行

い、対象物の関係者に対して、火災の発生・拡大または火災に伴う人命危険の要因となる事項等

の是正や火災予防上適切な指導を行うため、年間査察実施計画を定め実施している。 
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   ① 建築物関係 

     防火査察は、火災の未然防止、火災による被害の軽減及び人命の安全確保のために行うも

のであり、特に、改正消防法に対する適正な運用と違反是正の推進を重点事項として掲げ、

防火管理の徹底及び消防法令違反に対する是正指導を強化している。なお、令和3年度中の査

察実施数は4,653件である。 

 

   ② 危険物関係 

     危険物施設の査察は、管内及び他都市で発生した事故の教訓を生かし、ソフト面では危険

物の貯蔵取扱い状況や保安教育の実施状況を、またハード面では定期点検等危険物施設の維

持管理状況を検査し、類似事故等の未然防止を図っている。 

     また、タンクローリー等危険物移送車両の取締りを実施し、陸における危険物の安全確保

に努めている。なお、令和3年度中に査察を実施した危険物施設数は、延べ2,589施設である。 

 

 危険物施設数 
単位：施設 

製 

造 

所 

貯   蔵   所 取  扱  所 
合 

 
 
 
 

計 

屋
内
貯
蔵
所 

貯 

蔵 

所 

屋
外
タ
ン
ク 

貯 

蔵 

所 

屋
内
タ
ン
ク 

貯 
蔵 

所 

地
下
タ
ン
ク 

貯 

蔵 

所 
簡
易
タ
ン
ク 

貯 

蔵 

所 

移
動
タ
ン
ク 

屋
外
貯
蔵
所 

計 

給
油
取
扱
所 

販
売
取
扱
所 

一
般
取
扱
所 

移
送
取
扱
所 

計 

69 434 770 64 172 3 570 60 2，073 232 11 391 23 657 2,799 

   

   ③ 警防査察 

     警防課員による査察を実施することで、防火対象物の関係者への指導のほか、火災等発生

時にその被害を最小限にとどめるため、火災防御の基本である防火対象物の位置、構造、設

備、業態等の実態を把握している。 
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(2) 保安3法関係施設 

   「火薬類取締法」、「高圧ガス保安法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に

関する法律」（以下「保安3法」という。）に係る事務は、平成24年10月1日から大阪府より権限

が移譲された事務である。災害を防止し公共の安全を確保するため、保安3法関係施設に対し適切

な指導を行い、これまで以上に暮らしの安全・安心の向上に努めている。 

火薬類取締法関係事業所数             高圧ガス保安法関係事業所数 

事業所区分 事業所数  事業所区分 事業所数 

販売業者 13 第一種製造者（冷凍則以外） 87 

火薬庫 2 第一種製造者（冷凍則） 18 

庫外貯蔵指示場所 11 第二種製造者（冷凍則以外） 158 

合計 26 第二種製造者（冷凍則） 273 

 

第一種貯蔵所 46 

第二種貯蔵所 113 

特定高圧ガス消費者 39 

販売業者 337 

容器検査所 21 

合計 1,092 

 
 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係事業所数 

事業所区分 事業所数 

液化石油ガス販売事業者 43 

保安機関 43 

充塡事業者 13 

特定液化石油ガス設備工事事業者 49 

合計 148 
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3 消 防 活 動 
(1) 火災損害調べ（令和3年） 

発 生 件 数（件） 173  負  傷  者 一 般 人 20 

罹 災 棟 数 

（棟） 

出 火 棟 111  （人） 消 防 吏 員 2 

類 焼 棟 27  

損  害  額 

（千 円） 

建 造 物 143,735 

罹 災 世 帯 数 

（世帯） 

全   損 12  収 容 物 40,672 

半   損 5  
船   舶 

航 空 機 

－ 

－ 

小   損 108  車   両 16,179 

焼 損 面 積 

建物（㎡） 1,833 
 

林野その他 

爆   発 

2,208 

－ 

林野（ａ） －  合  計 202,794 

死     者 

（人） 

一 般 人 8  （消防局管内の数字を計上） 

消 防 吏 員 －   

 

(2) 原因別火災発生件数調べ（令和3年）   (3) 救急活動状況（令和3年） 

区   分 件数(件) 損害額(千円)  

事

故

種

別

出

場

件

数 

火     災 163 

た  ば  こ 13 14,202  自 然 災 害 2 

放火・放火疑い 25 24,702  水     難 15 

火  遊  び 4 3  交     通 3,674 

風  呂  釜 1 52  労 働 災 害 315 

こ  ん  ろ 25 3,532  運 動 競 技 217 

ス ト ー ブ 6 61,009  一 般 負 傷 8,865 

電  気  類 

そ  の  他 

31 52,908  加     害 237 

68 46,386  自 損 行 為 377 

合   計 173 202,794  (件) 急     病 37,594 

（消防局管内の数字を計上）   そ  の  他 3,857 

  合   計 55,316 

（消防局管外へ出場した件数を含む） 
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 (4) 救助活動状況（令和3年） 

区分 活動件数（件） 救助人員（人） 

火  災 30 8 

交  通 58 54 

水  難 20 11 

自然災害 - - 

機  械 3 3 

建  物 510 282 

ガス・酸欠 4 1 

破  裂 - - 

そ の 他 61 36 

合計 686 395 

 

(5) 救急救命士等 

   救急現場から病院に到着するまでの間に、命にかかわる傷病者に対し、救急車内等で救急救命

処置を行い、救命率を向上させるため、平成3年に救急救命士制度（国家資格）が創設された。一

定の資格要件を満たした救急救命士は、より高度な処置にあたる気管挿管や薬剤投与（アドレナ

リン・ブドウ糖溶液）等の使用が認められている。 

   平成 27年 7 月からは、堺市立総合医療センター（管内初の救命救急センターを新設）の病院敷

地内に堺市消防局救急ワークステーションを併設し、特別救急隊としてドクターカー運用を行う

ほか、指導救命士や医師・看護師が直接指導・助言を行い、スペシャリストの救急救命士を育成

している。ドクターカーの運用をはじめ、救急隊員に質の高い教育を行うことで、さらなる救命

率の向上を目指している。 

 

4 消防音楽隊 
  堺市消防音楽隊は、演奏を通じて火災予防思想の普及宣伝を推進し、社会公共の福祉の増進に資

することを目的として昭和53年4月に発足した。市域では唯一の公共の音楽隊であり、市民と行政と

のパイプ役として消防や市が主催する行事などに出演している。 

  現在の音楽隊員は、消防音楽隊長以下18名で構成され、通常の消防業務と音楽隊業務を兼務して

おり、消防本部及び各消防署に分散して配属されている。 

  主な出演内容としては、昭和60年から堺市内のすべての小学校を対象に「音楽鑑賞と防災のおは

なし」を実施し、火災予防の重要性や地震時の対処方法など、防火防災に関する啓発を行っている。 

  令和3年度は、当該活動を映像化した上で、年度中に啓発活動を実施する予定であった小学校へ配

布し、音楽を通じて防火防災思想の普及啓発を図った。また、コロナ禍の影響で令和元年度の終盤

からは、感染対策をとりながら少人数での出演や、動画でのリモート出演による活動を行っていた

が、約2年ぶりに総員での出演も実施した。 
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5 消防団 
  昭和22年消防団令の公布により旧美原町を管轄する消防団が結成され、昭和34年に美原町消防団

条例の公布により1団3分団の現在の体制になる。 

  平成17年2月1日、堺市と美原町の合併により美原町消防団が新たに堺市美原消防団となった。 

  令和4年4月1日現在、団員数は46名、1団3分団（西分団、東分団、北分団）で消防ポンプ車3台及

び小型動力ポンプ3台を配置している。 

 

6 災害活動支援隊 
  近い将来に発生が懸念される南海トラフ巨大地震や上町断層帯地震等の大規模な災害が発生した

場合において、消防局及び消防署が行う消火、救急、救助、避難誘導その他の消防活動を支援する

ことを任務として、平成27年9月1日に消防局ＯＢ職員で構成される災害活動支援隊が発隊した。 

  令和4年4月1日現在、隊員数67名で構成されている。 


